
�愛媛県告示第６８２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定により、狩猟免

許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成２７年５月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成２７年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成２７年７月８日（水）午前９時 今治市伯方公民館２階大ホー
ル 今治市伯方町木浦甲１２３４

同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成２７年７月１０日（金）午前９時 愛媛県産業技術研究所紙産業
技術センター研修室 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７
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同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成２７年７月１５日（水）午前９時 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１

同 上 東 予 第 ４ 会 場 平成２７年７月２２日（水）午前９時 今治市伯方公民館２階大ホー
ル 今治市伯方町木浦甲１２３４

同 上 東 予 第 ５ 会 場 平成２７年７月２９日（水）午前９時 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１

同 上 東 予 第 ６ 会 場 平成２７年８月６日（木）午前９時 愛媛県産業技術研究所紙産業
技術センター研修室 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７

同 上 東 予 第 ７ 会 場 平成２７年８月１０日（月）午後１時 東予地区自動車整備協同組合
自動車会館 新居浜市本郷三丁目５－３５

同 上 東 予 第 ８ 会 場 平成２７年８月１１日（火）午後１時 東予地区自動車整備協同組合
自動車会館 新居浜市本郷三丁目５－３５

同 上 東 予 第 ９ 会 場 平成２７年８月２０日（木）午後１時 西条市中央公民館多目的ホー
ル 西条市周布４０１－１

同 上 東 予 第 １０ 会 場 平成２７年８月３０日（日）午後１時 東予地方局７階大会議室 西条市喜多川７９６－１

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成２７年７月１０日（金）午前９時 砥部町中央公民館講座室 伊予郡砥部町宮内１３６９

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成２７年７月１５日（水）午前９時 川 内 公 民 館 大 ホ ー ル 東温市南方２６４

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成２７年７月１７日（金）午前９時 北条ふるさと館大会議室 松山市河野別府９９５

同 上 中 予 第 ４ 会 場 平成２７年７月２２日（水）午前９時 なかやま農業総合センター中
ホール 伊予市中山町中山丑３１４－１

同 上 中 予 第 ５ 会 場 平成２７年７月３０日（木）午前９時 久 万 町 民 館 ２ 階 ホ ー ル 上浮穴郡久万高原町久万１８８

同 上 中 予 第 ６ 会 場 平成２７年７月３１日（金）午前９時 美川農村環境改善センター多
目的ホール

上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２３
－１

同 上 中 予 第 ７ 会 場 平成２７年８月１３日（木）午前９時 伊予市保健センター（第１・
第２）会議室 伊予市尾崎３－１

同 上 中 予 第 ８ 会 場 平成２７年８月２０日（木）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

同 上 中 予 第 ９ 会 場 平成２７年９月１日（火）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

同 上 中 予 第 １０ 会 場 平成２７年９月１３日（日）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成２７年７月９日（木）午後１時 松野町山村開発町民センター
大会議室 北宇和郡松野町大字松丸４５７

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成２７年７月１５日（水）午後１時 広 見 体 育 セ ン タ ー 北宇和郡鬼北町近永８００－１

同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成２７年７月１６日（木）午後１時 吉 田 公 民 館 大 ホ ー ル 宇和島市吉田町東小路甲１０６

同 上 南 予 第 ４ 会 場 平成２７年７月２１日（火）午後１時 大洲市総合福祉センター４階
多目的ホール 大洲市東大洲２７０－１

同 上 南 予 第 ５ 会 場 平成２７年７月２３日（木）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 ６ 会 場 平成２７年７月２８日（火）午後１時 愛媛県歴史文化博物館第１、
２研修室

西予市宇和町卯之町四丁目１１
－２

同 上 南 予 第 ７ 会 場 平成２７年７月２８日（火）午後１時 岩 松 公 民 館 大 集 会 室 宇和島市津島町岩松甲４７１

同 上 南 予 第 ８ 会 場 平成２７年７月２９日（水）午後１時 五十崎自治センター１階共生
館ホール 喜多郡内子町平岡甲１８５－１

同 上 南 予 第 ９ 会 場 平成２７年７月３０日（木）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

同 上 南 予 第 １０ 会 場 平成２７年８月６日（木）午後１時 西予市野村林業総合センター
３階会議室 西予市野村町野村１２号６１９

同 上 南 予 第 １１ 会 場 平成２７年８月１０日（月）午後１時 大洲市平公民館大ホール 大洲市徳森２２８０－２
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同 上 南 予 第 １２ 会 場 平成２７年８月１８日（火）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 １３ 会 場 平成２７年８月２０日（木）午後１時 五十崎自治センター１階共生
館ホール 喜多郡内子町平岡甲１８５－１

同 上 南 予 第 １４ 会 場 平成２７年８月２１日（金）午後１時 愛南町御荘文化センター２階
大研修室

南宇和郡愛南町御荘平城３０６３
－１

同 上 南 予 第 １５ 会 場 平成２７年８月２３日（日）午後１時 大洲市平公民館大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 １６ 会 場 平成２７年８月２５日（火）午後１時 西予市野村林業総合センター
３階会議室 西予市野村町野村１２号６１９

同 上 南 予 第 １７ 会 場 平成２７年８月２７日（木）午後１時 五十崎自治センター１階共生
館ホール 喜多郡内子町平岡甲１８５－１

同 上 南 予 第 １８ 会 場 平成２７年８月３０日（日）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 １９ 会 場 平成２７年８月３０日（日）午後１時 愛南町一本松山村開発センタ
ー大会議室 南宇和郡愛南町一本松３５２０

同 上 南 予 第 ２０ 会 場 平成２７年９月１３日（日）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，９００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産業

経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

�������
�愛媛県告示第６８３号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成２７年５月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２―（４－クロロ―２，５―ジメトキシフェニル）―Ｎ―

（３，４，５―トリメトキシベンジル）エタンアミン及びその

塩類

� ２―（４―エチル―２，５－ジメトキシフェニル）―Ｎ―

（２―メトキシベンジル）エタンアミン及びその塩類

� ３―［２―（２―メトキシベンジルアミノ）エチル］ キナ

ゾリン―２，４（１Ｈ，３Ｈ）―ジオン及びその塩類

� 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成２７年５月２７日
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�愛媛県告示第６８４号
平成２７年４月１３日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間管理

事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１項の規定に基づき認可した。

平成２７年５月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（㎡）

檜垣 圭亮 愛媛県松山市光洋台８番地４５ 愛媛県松山市府中６５３番 １，０７４

２ 認可年月日

平成２７年５月１８日

�������
�愛媛県告示第６８５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年５月２６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津１６２１番地

取締役社長 伊藤 正明

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社クラレ西条事業所

西条市朔日市８９２番地

３ 特定施設に関する事項

ポバール洗浄施設�８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 ２００

備考 汚水等は、嫌気処理施設、好気処理施設、ばっき凝集沈殿処理施設に
て処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 嫌気処理施設

設 置 年 月 日 平成８年３月１８日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理

処 理 施 設 の 型 式 嫌気性処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６１．００メートル 横３０．５７メートル
高さ１３．２０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 メタン発酵法

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

通常 ６～７

最大 ６～８

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第４６号イ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約３か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年１２月１日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，１００

最大 ２，７００
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汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，９０９

最大 ２，３５２

通常 １９１

最大 ２３５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．０

最大 １８．９

通常 １１．８

最大 １９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １．０

通常 １．８

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１６２

最大 １，４４２

通常 １，１６２

最大 １，４４２

備考 汚水等は、好気処理施設にて処理する。

� 好気処理施設

設 置 年 月 日 平成２３年１０月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理

処 理 施 設 の 型 式 好気性処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４２．００メートル 横３０．５７メートル
高さ５．８０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～７

最大 ６～８

通常 ６～７

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １９１

最大 ２３５

通常 ４９

最大 ５７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ３０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１．８

最大 １９．７

通常 １１．８

最大 １９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．８

最大 ７．０

通常 １．８

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１６２

最大 １，４４２

通常 １，１６２

最大 １，４４２

備考 汚水等は、ばっき凝集沈殿処理施設にて処理する。

� ばっき凝集沈殿処理施設

設 置 年 月 日 昭和１１年７月１１日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理及び物理学的処理

処 理 施 設 の 型 式 好気性処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２３０．０メートル 横２４．０メートル
高さ３．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３０，０００トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ばっ気及び沈降

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０．０

最大 ３４．８

通常 １９．０

最大 ３１．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．９

最大 ３０．０

通常 ５．５

最大 ３０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２４．３

通常 ５．０

最大 ２４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 １．１

通常 ０．４

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５，５０２

最大 １９，０１２

通常 １５，５０２

最大 １９，０１２

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

排水口�１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．２

最大 ９．９
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�愛媛県告示第６８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市松神子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 利 新居浜市又野１－８－３９

〃 山 内 博 新居浜市田の上１－１７－２３

〃 高 橋 繁 新居浜市松神子２－８－１９

〃 伊 藤 覚 新居浜市垣生４－１４－１

〃 永 易 澄 夫 新居浜市田の上２－４－１８

〃 近 藤 直 新居浜市田の上１－１３－１９

〃 佐々木 章 文 新居浜市垣生２－７－５

〃 碓 井 正 徳 新居浜市松神子１－１－２７

監 事 岡 部 真佐明 新居浜市垣生４－４－８

〃 岡 部 智 晃 新居浜市高田１－７－５７

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 利 新居浜市又野１－８－３９

〃 山 内 博 新居浜市田の上１－１７－２３

〃 高 橋 繁 新居浜市松神子２－８－１９

〃 伊 藤 覚 新居浜市垣生４－１４－１

〃 岡 田 一 美 新居浜市田の上２－１４－８

〃 近 藤 直 新居浜市田の上１－１３－１９

〃 佐々木 章 文 新居浜市垣生２－７－５

〃 碓 井 正 徳 新居浜市松神子１－１－２７

監 事 岡 部 真佐明 新居浜市垣生４－４－８

〃 岩 崎 靖 新居浜市田の上２－１１－４２
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�愛媛県告示第６８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市妻鳥地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 篠 原 繁 樹 四国中央市妻鳥町９３０番地の６

〃 守 谷 久 徳 四国中央市妻鳥町１２９番地１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 守 谷 幸 茂 四国中央市妻鳥町１２４番地

〃 石 川 茂 四国中央市妻鳥町４２４番地の３

�愛媛県告示第６８８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年５月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ８．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５，４８０

最大 ６７，２５０

備考 この他に、雨水排水口が４箇所ある。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１４５９５号 平成２２年
８月１７日

（株）住重テクノクラフ
ト 関 一郎 新居浜市惣開町５－２ 平成２７年

４月６日
管工事業
機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１５２００号 平成２４年
１２月４日 住重試験検査（株） �尾 美好 西条市今在家１５０１ 平成２７年

４月８日
電気工事業
管工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１６９４５号 平成２３年
１２月１９日 （株）グッチ 大久保 勲 今治市常磐町８－１－１８ 平成２７年

４月９日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第６３４５号 平成２３年
８月２８日 四国風呂釜製作所 宮内 正俊 四国中央市金生町下分８１４

－３
平成２７年
４月１３日 管工事業 建設業の廃止

（特－２２）第１５８２８号 平成２２年
１０月１４日 安藤工業（株） 安藤 雅文 西条市三津屋１９０－１ 平成２７年

４月１５日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
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�愛媛県告示第６８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社 ケアフィット松前 愛媛県伊予郡松前町北黒田２４２番地１ 平成２７年４月１日 通所介護

有限会社あいらんど デイサービスあいらんど上野 愛媛県伊予市上野１２６７番地 平成２７年４月３日 通所介護

有限会社あいらんど ヘルパーステーションあいらんど 愛媛県伊予郡松前町大字筒井６８５番地
６ 平成２７年４月１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社あいらんど 居宅介護支援事業所あいらんど 愛媛県伊予郡松前町大字筒井６８５番地
６ 平成２７年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社あいらんど デイサービスあいらんど上野 愛媛県伊予市上野１２６７番地 平成２７年４月３日 介護予防通所介護

有限会社あいらんど ヘルパーステーションあいらんど 愛媛県伊予郡松前町大字筒井６８５番地
６ 平成２７年４月１日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社モバイルコム デイフィット ＡＳＲＥ和 とべ 愛媛県伊予郡砥部町重光１８１番地４ 平成２７年４月３０日 通所介護
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�愛媛県告示第６９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一
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�愛媛県告示第６９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市畑寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５番３２号

〃 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０番３号

〃 森 川 恵 克 松山市畑寺一丁目１番６号

〃 高 田 敏 充 松山市畑寺一丁目５番１号

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目１６番３号

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５番１３号

〃 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８番２２号

〃 江 戸 幸 男 松山市畑寺三丁目１７番２５号

監 事 山 本 武 松山市畑寺二丁目１８番１７号

〃 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３番２４号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５番３２号

〃 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０番３号

〃 山 本 武 松山市畑寺二丁目１８番１７号

〃 高 田 敏 充 松山市畑寺一丁目５番１号

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目１６番３号

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５番１３号

〃 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８番２２号

〃 江 戸 幸 男 松山市畑寺三丁目１７番２５号

監 事 森 川 恵 克 松山市畑寺一丁目１番６号

〃 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３番２４号

�愛媛県告示第６９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北吉井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 富 法 東温市志津川１９０５番地

〃 泉 忠 厚 東温市志津川７４６番地

〃 池 田 礼 次 東温市志津川７４３番地２

〃 � 塚 正 一 東温市志津川５２１番地２

〃 高 塚 三 朗 東温市志津川５８３番地１

〃 吉 岡 茂 夫 東温市志津川１７９９番地３

〃 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

〃 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

〃 丹生谷 悟 東温市西岡８７４番地

〃 松 本 貢 一 東温市西岡７５４番地

監 事 伊 賀 洋 介 東温市西岡１６４番地

〃 岩 川 保 東温市志津川５９６番地２

〃 末 光 良 男 東温市志津川１４１７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

〃 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

〃 高 塚 三 朗 東温市志津川５８３番地１

〃 清 水 昭 弘 東温市志津川６８０番地４

〃 増 田 伸 一 東温市志津川１８３５番地

〃 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

〃 山 内 正 行 東温市西岡４２７番地

〃 岡 本 光 東温市西岡７３７番地４

〃 山 本 隆 夫 東温市西岡８００番地

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社たんぽぽ介護サービス たんぽぽ介護支援センター 愛媛県東温市見奈良３９９番地 平成２７年４月１０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社モバイルコム デイフィット ＡＳＲＥ和 とべ 愛媛県伊予郡砥部町重光１８１番地４ 平成２７年４月３０日 介護予防通所介護
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監 事 和 田 隆 茂 東温市西岡４３３番地１

〃 友 近 泰 教 東温市志津川５７番地１

〃 越 智 賢 治 東温市志津川１７９０番地

�������
�愛媛県告示第６９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、重信川菖蒲堰土地改良区連合から次

のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 富 法 東温市志津川１９０５番地

〃 泉 忠 厚 東温市志津川７４６番地

〃 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

監 事 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

〃 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

監 事 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

�愛媛県告示第６９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市和気浜土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の

届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 芳 野 国 広 芳 野 國 廣

〃 浜 岡 英 俊 � 岡 英 俊

〃 芳 野 恵 三 芳 野 惠 三

�������
�愛媛県告示第６９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市梅本地区土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨

の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 奥 村 敞 八 松山市北梅本町乙１５番
地

松山市北梅本町甲１６番
地１

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験を次のとお

り施行する。

平成２７年５月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成２７年８月４日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 愛 媛 県 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 １ 会 場 愛 媛 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー 大 研 修 室 松山市上野町甲６５０ 同 上

公 告
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南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

� 平成２７年９月６日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ４ 会 場 愛 媛 県 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ４ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成２７年８月４日の試験に係るものについては、７月７日（火）から２１日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成２７年９月６日の試験に係るものについては、７月７日（火）から８月２４日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産

業経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各３，９００

円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第５２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年５月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年５月２６日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

１ 入札に付する事項

� 件名

人工透析装置システムの購入

� 購入物品名及び数量

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

一色輝雄後援会 一 色 輝 雄 一 色 勝 正 西条市飯岡３２０５ 平成２７年４月１７日

松山市医師連盟 村 上 博 渡 部 隆 博 松山市藤原二丁目４－７０ 平成２７年４月２４日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

新時代戦略研究会 主たる事務所の所在地 今治市大新田町一丁目２－１７ 今治市北日吉町二丁目６－４２ 平成２７年４月１日

西岡新後援会 主たる事務所の所在地 今治市大新田町一丁目２－１７ 今治市北日吉町二丁目６－４２ 平成２７年４月１日

河上たかと後援会 主たる事務所の所在地 松山市祓川一丁目４－１５ 松山市住吉一丁目１－１ 平成２７年４月１６日

愛媛県水落敏栄後援会 代 表 者 愛 原 章 高 橋 正 徳 平成２７年４月１７日

日本遺族政治連盟愛媛県
本部 代 表 者 愛 原 章 高 橋 正 徳 平成２７年４月１７日

水田しろう後援会 代 表 者 伊 瀬 良 一 谷 口 武 男 平成２７年４月２０日

中田広後援会 主たる事務所の所在地 南宇和郡愛南町御荘平城３７４０ 南宇和郡愛南町船越１２９２－１ 平成２７年４月２３日

代 表 者 佐々木 史 仁 中 田 広

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

一 色 輝 雄 後 援 会 一 色 輝 雄 平成２６年１２月１０日

次世代の党愛媛県支部連合会 桜 内 文 城 平成２７年２月２８日

維新の党衆議院愛媛県第４選挙区支
部 森 夏 枝 平成２７年３月１２日

し ら は た 愛 一 後 援 会 小 野 芳 男 平成２７年３月３１日

次世代の党衆議院愛媛県第四支部 桜 内 文 城 平成２７年３月３１日

公営企業公告
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人工透析装置システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２７年１１月１１日（水）まで

� 納入場所

愛媛県今治市石井町４丁目５の５

愛媛県立今治病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２７年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

https : //www.ebid-ppi.pref.ehime.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２７年６月２９日（月）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２７年７月６日（月）か

ら平成２７年７月７日（火）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、７月７日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成２７年７月７日（火）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２７年７月８日（水）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２－２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２７年６月２９日（月）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

hemodialysis system，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，７ July ２０１５

� For further information，please contact：Property
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Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Ehime Prefectural

Government，４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０‐８５７０ Japan

TEL ０８９‐９１２‐２７９４
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